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2024 年 9 月 4 日 
 

三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社 
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 404 号  
加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会  

 
『eMAXIS/PayPay 証券 全世界バランス』の設定について 

三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社（東京都港区、取締役社長 横川
よこかわ

 直
すなお

、以下「三菱 UFJ
アセットマネジメント」）は、『eMAXIS/PayPay 証券 全世界バランス』を新規に設定いたします。

2024年 9月 20 日（金）に設定、運用を開始いたしますので、ファンドの特色等についてお知らせし

ます。 

当ファンドは、みなさまが資産の選択や投資割合を決定せずに投資が行えるよう、日本を含む 
世界各国（新興国を含みます）の株式等（DR（預託証書）を含みます）、公社債、日本を含む先進

国の不動産投資信託証券（リート）および商品（コモディティ）を実質的な主要投資対象とし、利

子・配当収益の確保および値上がり益の獲得をめざすバランス型ファンドです。運用にあたっては、

目標とするリスク水準に対してファンドの期待リターンが最大となるよう定量モデルを用いる※こ

とで、各資産への投資割合を決定します。 

当ファンドは NISA の成長投資枠の対象です。ファンドの詳細については次のページ以降をご覧

ください。 

 
※期待リターンは、定量モデルによって算出・推定するものです。ファンドのポートフォリオを構築する際の目標

値として使用するものであり、ファンドの将来の運用実績が期待リターン通りとなることや、最大となることを

保証するものではございません。 
 

・当ファンドの有価証券届出書を 2024 年 9 月 4 日（水）に関東財務局長に提出しておりますが、届出の効力は生じ

ておりません。したがって、当該届出の効力が発生するまでに、当資料の記載内容が訂正される場合があります。 
・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 
 
 

 

 

 

 

■委託会社（ファンドの運用の指図等）  三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社 

 ■受託会社（ファンドの財産の保管・管理等） 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

（再信託：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 

■販売会社（購入・換金の取扱い等）     PayPay 証券株式会社 
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■当資料は、プレスリリースとして三菱UFJアセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく

開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売

会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 
■当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。 
■当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものでは

ありません。 
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 
■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。 
■委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 5 条の規定により当ファンドの有価証券届出書を 2024 年

9 月 4 日に関東財務局長に提出しておりますが、届出の効力は生じておりません。したがって、当該届出の効力が発

生するまでに、当資料の記載内容が訂正される場合があります。なお、有価証券届出書の届出の効力の発生の有無

については、委託会社のホームページにて確認いただけます。 

 

 

以上 
 


